
第１号様式（第５条関係）
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目標: 2025年12月31日までに、詐欺被害
者に対する返金支援と調査活動を通じて、
少なくとも500件の被害回復支援を実施す
る。

具体的取り組み: 被害者へのサポート体制
を強化し、返金支援のプロセスを迅速化。
法的手続きの支援をさらに拡充し、被害者
の回復支援を徹底。
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業種

従業員（構成員）数

代表者　職・氏名

所在地

ホームページＵＲＬ

ゴール

16

１４．その他

15名

職名 代表取締役

氏名 矢部　健太

サイバーガード株式会社

事業者等の名称

本社が届け出る場合は、事業所（支店・営業所等）の数

1

目標に関連する取組内容等

これまでの取組内容 2025 年12月31日までの取組目標

詐欺被害者の返金支援と調査を通じ、被
害者の権利保護と公平な社会の実現に取
り組んでいます。
また、詐欺の手口や注意点を公開する啓
発活動を行い、社会全体の犯罪予防リテラ
シー向上を図っています。

101-0041

東京都千代田区神田須田町1-14-1 ヒューリック神田須田町ビル3F

https://cyber-guard.co.jp/

葛飾区ＳＤＧｓ宣言書

宣言日 2025

事業者等としての2030年の（又は中長期的な）あるべき姿

地域社会や自治体と協力し、地域住民の安全を守るための取り組みを拡充します。特に高齢者や
子ども向けに、サイバー犯罪から守るための教育と支援を強化し、地域密着型のセキュリティ体制
を構築します。

事業者等としてのねらい、特徴的な活動

単なるセキュリティサービスの提供にとどまらず、社会全体のセキュリティ意識向上にも取り組みま
す。これにより、社会的責任を果たし、企業のブランド価値を向上させるとともに、地域社会や社会
全体に貢献することをねらいとしています。

目指すＳＤＧｓのゴール（複数選択可）

☑


